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第２章 庄内圏域水道基盤強化計画の期間及び区域 

１ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和 7（2025）年度から令和 21（2039）年度までの 15 年間で
す。 

なお、事業の進捗にあたり課題が生じたり、水道事業を取り巻く社会情勢に変化が生じ
た場合などには、必要に応じて本計画の見直しを行います。 

 

２ 計画区域 

本計画は、図２に示す庄内圏域を対象とします。 
庄内圏域は、鶴岡市、酒田市の２市と三川町、庄内町、遊佐町の３町で構成されていま

す。 
 
庄内圏域 
 鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図２ 計画区域 

山形県の４圏域 
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